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米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合

二
六

（
三
九
〇
〉

米
洲
平
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合

賀

」

俊

彦

序

説

　
今
日
、
國
際
蓮
合
に
は
数
多
の
地
域
的
機
構
が
包
撮
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
地
域
的
機
構
の
う
ち
米
洲
機
構
（
o
茜
9。
巳
轟
菖
8
9
卜
琶
Φ
匡
。
雪

ω
冨
廿
霧
）
は
最
大
の
規
模
と
も
つ
と
も
機
能
的
な
協
力
活
動
組
織
と
を
誇
つ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
を
除
い
た
西
牛
球
二
一
力
國
か
ら
構
成
さ
れ
た
こ

の
組
織
は
、
國
際
蓮
合
加
盟
國
實
轍
の
お
よ
そ
三
分
の
一
を
占
め
、
一
般
総
會
に
お
け
る
結
合
票
の
威
力
は
自
他
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
四
八
年
四
月
三
〇
日
に
調
印
さ
れ
た
米
洲
國
際
機
構
憲
章
は
「
李
和
の
維
持
」
と
「
人
類
幅
祉
の
檜
進
」
と
を
二
大
原
則
と
し
て
、

米
洲
諸
國
の
具
艦
的
協
力
活
動
を
圖
り
、
そ
れ
を
彊
力
に
促
進
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
希
望
に
盗
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
將
來
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の

米
洲
機
構
が
稜
展
し
て
き
た
足
跡
を
辿
る
こ
と
は
、
軍
に
米
洲
國
際
關
係
の
み
な
ら
ず
一
般
的
國
際
關
係
あ
る
い
は
國
際
蓮
合
の
理
解
の
た
め
に

も
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
云
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
米
洲
機
構
の
展
開
過
程
を
大
ざ
つ
ぱ
に
段
階
づ
け
て
み
よ
う
。
米
洲
に
お
け
る
大
陸
蓮
帯
の
思
想
は
、
そ
の
淵
源
を
十
九
世
紀

初
頭
の
膨
灘
た
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
濁
立
運
動
の
さ
な
か
に
す
で
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ペ
イ
ン
系
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
「
リ
ベ
ル



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

タ
ド
ー
ル
」
（
営
幕
詳
賎
葭
解
放
者
の
意
）
で
あ
つ
た
シ
モ
ソ
・
ボ
リ
ー
ヴ
ァ
ル
（
oQ
一
暮
8
ω
巳
貯
胃
）
は
そ
の
最
初
の
鼓
吹
者
の
一
人
で
あ
つ
て
、

か
れ
の
構
想
た
る
や
、
や
が
て
猫
立
す
べ
き
米
洲
諸
國
の
蓮
帯
的
協
力
を
希
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
全
世
界
の
牢
和
的
協
カ
ヘ
の
足
が
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
な
る
こ
と
を
も
期
待
し
豫
見
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
偉
大
な
る
解
放
者
の
構
想
は
、
新
大
陸
に
お
け
る
最
初
の
國
際
會
議
で
あ
る
パ
ナ
マ

會
議
（
一
八
量
ハ
年
）
と
な
つ
て
穫
現
さ
れ
た
。
米
洲
國
家
蓮
盟
の
組
織
を
企
圖
し
た
こ
の
會
議
は
、
當
時
の
交
通
事
情
や
地
理
的
障
害
、
さ
ら
に

凋
立
の
た
め
の
紛
争
中
の
こ
と
と
て
何
ら
の
成
果
を
齎
ら
す
も
の
で
は
な
く
失
敗
に
終
つ
た
の
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
先
騙
者
的
役
割
と
い
う
黙

で
米
洲
機
構
結
成
の
第
一
段
階
に
有
意
義
な
足
跡
を
遺
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
も
暫
ら
く
の
間
は
、
諸
般
の
事
情
に
加
え
て
合
衆
國
の

露
骨
な
帝
國
主
義
的
蜀
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
政
策
が
重
な
つ
た
た
め
に
、
米
洲
機
構
が
護
展
的
に
展
開
す
る
籐
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
つ

た
。
展
開
過
程
に
お
け
る
第
二
段
階
が
訪
れ
た
の
は
、
十
九
世
紀
も
末
期
に
な
り
北
米
と
南
米
と
を
繋
ぐ
通
信
・
交
通
網
が
敷
か
れ
、
相
互
の
通

商
關
係
が
緊
密
化
す
る
に
至
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
一
八
八
九
年
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
國
を
除
い
た
全
米
洲
諸
國
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
會
合
し
、
爾
後
一
〇
年
毎
に
定
期
的
會
議
を
も
っ
こ
と
が
取
極
め

ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
い
つ
さ
い
の
政
治
問
題
に
關
す
る
討
議
を
排
除
し
て
軍
に
通
商
關
係
の
促
進
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
米
洲

共
和
國
通
商
事
務
局
」
（
8
唐
9
霞
鼠
巴
㊥
色
Φ
砦
9
序
Φ
｝
琶
Φ
は
o
碧
勾
Φ
薯
窪
。
ω
）
の
設
置
と
い
う
形
で
辛
う
じ
て
米
洲
機
構
の
髄
面
を
縫
綾
的
に

保
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
後
、
一
九
〇
一
年
の
第
二
同
メ
キ
シ
コ
市
會
議
に
お
い
て
、
こ
れ
が
「
米
洲
共
和
國
連
合
」
（
d
巳
8
9
臣
9
Φ
旨
導

留
を
嘗
8
）
に
再
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
二
〇
年
に
わ
た
る
米
洲
機
構
展
開
の
第
二
段
階
は
、
通
商
關
係
の
み
の
い
わ
ば
厳
行
的
な
い

し
低
迷
歌
態
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
・
て
の
理
由
は
こ
の
機
構
が
完
全
に
合
衆
國
の
統
制
下
に
あ
つ
た
が
た
め
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
反
感

と
不
信
を
買
つ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
一
九
一
〇
年
、
第
四
同
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
會
議
に
お
い
て
合
衆
國
が
そ
れ
ま
で
の
帝
國
主
義
政
策
の
撤
同
を
聲
朗
し
て
米
洲
機

構
構
成
諸
國
の
法
的
に
手
等
な
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
り
、
漸
く
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
も
協
力
的
態
勢
に
韓
ず
る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
の
結

　
　
　
米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
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七
　
　
　
（
三
九
一
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米
洲
李
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
三
九
二
）

果
と
し
て
こ
の
會
議
で
は
「
汎
米
蓮
合
」
（
財
雪
》
9
Φ
誉
讐
d
巳
8
）
と
改
聡
す
る
こ
と
が
議
決
さ
れ
、
同
時
に
米
洲
機
構
の
組
織
・
機
能
に
も

大
き
な
攣
更
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
米
洲
機
構
は
軍
な
る
通
商
上
の
中
央
機
關
か
ら
米
洲
國
際
會
議
の
常
置
機
關

に
穫
展
し
、
こ
の
新
た
な
る
第
三
段
階
に
お
い
て
い
よ
い
よ
具
鰹
的
内
容
の
件
つ
た
展
開
を
始
め
る
こ
と
に
な
つ
た
。
以
後
第
五
同
汎
米
會
議

（
サ
ソ
チ
ャ
ゴ
・
一
九
壬
二
年
）
か
ら
一
九
四
五
年
の
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
に
よ
つ
て
米
洲
諸
國
の
大
同
團
結
が
み
ら
れ
る
ま
で
、
四
同
の
汎
米
禽

議
を
は
じ
め
と
し
て
頻
繁
に
特
別
會
議
・
外
相
會
議
そ
の
他
專
門
會
議
が
開
か
れ
、
政
治
・
維
濟
・
肚
會
そ
の
他
の
具
髄
的
問
題
が
個
別
的
に
検

討
さ
れ
解
決
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
再
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
を
挾
み
、
さ
ら
に
米
洲
内
に
お
い
て
も
頻
繁
な
國
際
紛
雫
を
経
験
し
た
こ
の
第

三
段
階
は
、
米
洲
機
構
の
地
固
め
の
た
め
に
實
に
意
義
あ
る
場
で
あ
つ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
試
煉
期
を
維
験
し
克
服
し
て
き
た
か
ら

こ
そ
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
を
境
と
し
て
憲
章
制
定
へ
の
動
き
を
み
た
第
四
段
階
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
一
九
四
八
年
の
ボ
ゴ
タ
に
お
け
る
米
洲

國
際
機
構
憲
章
の
制
定
に
よ
つ
て
國
際
連
合
と
調
和
し
た
、
し
か
し
他
の
地
域
的
機
構
に
は
見
ら
れ
ぬ
「
調
和
の
美
」
を
有
す
る
今
日
の
米
洲
機

構
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
云
つ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
き
の
ボ
リ
！
ヴ
ァ
ル
の
理
念
は
こ
こ
に
全
く
實
現
さ
れ
、
か

れ
の
豫
見
は
見
事
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
5
な
展
開
過
程
を
も
つ
米
洲
機
構
を
取
上
げ
る
に
さ
い
し
て
、
本
稿
は
特
に
第
三
段
階
に
お
い
て
具
艦
的
展
開
を
み
せ
た
「
季
和
の
維

持
」
に
關
す
る
諸
條
約
・
諸
協
定
を
中
心
に
、
米
洲
李
和
機
構
の
展
開
過
程
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
的
李
和
機
構
が
一

般
的
國
際
機
構
す
な
わ
ち
國
際
連
合
に
貢
献
し
た
役
割
と
意
義
と
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
を
も
併
せ
て
目
的
と
す
る
。
間
題
の
性
質
か
ら
し

て
、
純
粋
に
國
際
法
と
し
て
の
解
繹
か
ら
み
れ
ば
輕
忽
の
誘
を
脆
れ
ぬ
黙
も
多
々
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
ざ
つ
ぱ
な
概
観
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
が
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
黙
に
關
し
て
は
豫
め
陳
謝
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

便
宜
上
、
米
洲
に
お
け
る
「
手
和
と
安
全
の
維
持
」
を
目
的
と
し
た
國
際
條
約
（
二
な
い
し
三
國
間
の
も
の
を
除
く
全
大
陸
的
な
も
の
と
し
て
）
を
列



撃
し
て
お
こ
う
。

　
　
一
九
二
三
年
五
月
三
日

　
　
一
九
二
八
年
八
月
二
八
日

　
　
一
九
二
九
年
一
月
五
日

　
　
一
九
三
三
年
一
〇
月
T
U
口

　
　
一
九
三
六
年
二
一
月
一
－
二
三
日

一
九
三
八
年
一
二
月
二
四
日

一
九
三
九
年
九
月
三
日

一
九
四
〇
年
六
月
三
〇
日

一
九
四
五
年
三
月
六
日

一
九
四
七
年
九
月
二
日

「
紛
雫
ノ
同
避
モ
シ
ク
ハ
防
止
ノ
タ
メ
ノ
條
約
」
ー
ゴ
ソ
ド
ラ
條
約
i
第
五
同
汎
米
會
議

ケ
ロ
ヅ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ソ
條
約

「
調
停
ナ
ラ
ビ
ニ
仲
裁
條
約
」

一
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
不
戦
條
約
」
ー
ラ
ー
マ
ス
條
約
ー

｝
季
和
條
約
」
、
「
紛
解
防
止
二
關
ス
ル
條
約
」
、
「
仲
介
・

「
現
行
諸
條
約
ヲ
統
合
ス
ル
條
約
」

「
リ
マ
出
旦
智
口
」

「
パ
ナ
マ
宣
一
言
」

「
ハ
ヴ
ァ
ナ
宣
言
」
、
「
ハ
ヴ
ァ
ナ
法
」

「
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
」

「
全
米
相
互
援
助
條
約
」
、
「
米
洲
機
構
憲
章
」
、
「
ボ
ゴ
タ
協
定
」

調
停
條
約
」
、

（
1
）
　
米
洲
に
お
け
る
協
力
的
結
合
の
思
想
を
鼓
吹
し
た
者
と
し
て
は
獅
立
運
動
の
先
畳
者
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

　
一
〇
。
ま
）
、
チ
リ
ー
革
命
裳
の
領
袖
フ
ァ
ン
・
エ
ガ
ー
ニ
ヤ
（
『
9
餌
β
国
磯
餌
5
禽
嵩
8
～
一
〇〇
ω
O
）
、

　
鶉
Φ
げ
Φ
一
δ
）
、
そ
れ
に
ヘ
ン
リ
ー
・
ク
レ
イ
（
国
Φ
買
H
気
○
富
ざ
嵩
ミ
～
一
c
o
認
）
な
ど
が
畢
げ
ら
れ
る
が
、

　
る
。

（
2
）
　
一
八
一
五
年
九
月
六
目
附
、

　
成
す
る
こ
と
は
素
晴
し
い
構
想
で
あ
る
。
…
…
も
し
も
、
ギ
リ
シ
ャ
に
と
つ
て
の
コ
リ
ン
ト
と
同
じ
く
、

　
そ
れ
は
如
何
ば
か
り
肚
観
で
あ
ろ
う
。
紳
は
い
つ
の
日
に
か
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
諸
共
和
國
、
諸
王
國
、

　
を
設
け
て
、

　
曽
昌
α
9
Φ
ぎ
留
b
Φ
昌
自
Φ
ー
8
0
騰
ω
b
餌
且
浮
》
g
Φ
ユ
o
辞
b
●
器
⑳
●

　
　
　
米
洲
李
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合

第
八
同
汎
米
會
議

第
一
同
汎
米
外
相
會
議

第
二
同
汎
米
外
相
會
議

汎
米
特
別
會
議

汎
米
特
別
會
議

（
チ
リ
ー
、
サ
ソ
チ
ャ
ゴ
）

汎
米
特
別
會
議
　
（
合
衆
國
、
ワ
シ
ソ
ト
ン
）

　
（
ブ
ラ
ジ
ル
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
汎
米
臨
時
會
議

（
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
、
ヴ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ベ
ル
ー
、
　
リ
マ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
パ
ナ
マ
・
シ
テ
ィ
）

　
　
　
　
　
　
　
（
キ
ュ
ー
バ
、
　
ハ
ヴ
ァ
ナ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
）

　
　
　
　
　
　
　
（
コ
ロ
ソ
ビ
ア
、
ボ
ゴ
タ
）

駐
米
ブ
ラ
ジ
ル
代
理
公
使
ホ
セ

・
ミ
ラ
ソ
ダ
（
浮
即
9
駐
8
号
旨
淳
即
昌
画
P
一
誤
O
～

　
　
　
　
　
　
　
　
・
レ
ベ
ヨ
（
匂
O
⑦
ひ
ω
臨
く
①
匂α
け
目
O

こ
の
思
想
を
具
現
し
た
者
は
ボ
リ
；
ヴ
ァ
ル
の
み
で
あ

ジ
ャ
マ
イ
カ
の
一
友
人
に
宛
て
た
書
翰
に
ボ
リ
ー
ヴ
ァ
ル
は
衣
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
新
大
陸
全
腔
を
統
一
的
國
家
に
構

世
界
中
の
諸
國
と
共
に
職
孚
と
李
和
に
關
す
る
崇
高
な
問
題
を
討
議
す
る
幸
運
を
も
つ

　
。
ハ
ナ
マ
地
峡
が
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
な
つ
た
な
ら
ば
、

　
　
な
ら
び
に
諸
帝
國
の
代
表
か
ら
な
る
堂
々
た
る
會
議

こ
と
を
許
す
で
あ
ろ
う
。
…
…
」
㍉
●
甲
肖
お
昌
儀
｝
切
巳
一
く
臼

二
九

（
三
九
三
）



　
　
　
米
洲
李
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
三
九
四
）

　
（
3
）
　
こ
れ
は
一
八
八
一
年
に
合
衆
國
國
務
長
官
ブ
レ
ー
ソ
（
臼
曽
躍
霧
匹
毘
b
Φ
）
が
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
に
登
し
た
「
米
洲
諸
國
間
の
職
箏
防
止
の
た
め
」

　
　
の
會
議
へ
の
招
請
が
、
一
八
八
八
年
に
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
大
統
領
の
再
度
招
請
を
経
て
、
一
八
八
九
年
ハ
リ
ソ
ン
大
統
領
の
と
き
に
漸
く
開
催
さ
れ
る
と
い
う
複

　
薙
な
経
緯
を
も
つ
て
い
る
。
こ
れ
、
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
合
衆
國
に
封
す
る
疑
惑
と
不
信
の
表
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
ゴ
ン
ド
ラ
條
約
か
ら
ラ
ー
マ
ス
條
約
ま
で

　
米
洲
機
構
が
ゴ
ソ
ド
ラ
條
約
に
よ
つ
て
初
め
て
こ
の
地
域
全
般
に
わ
た
る
「
李
和
の
維
持
」
を
目
的
と
し
た
取
極
め
を
行
つ
て
以
來
、
不
職
條

約
、
調
停
な
ら
び
に
仲
裁
條
約
を
経
て
ラ
ー
マ
ス
條
約
に
至
る
ま
で
の
四
條
約
は
、
云
わ
ば
當
機
構
の
試
煉
期
に
お
け
る
諸
取
極
め
で
あ
つ
た
と

云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
條
約
に
つ
い
て
は
、
調
印
は
し
て
も
批
准
を
完
了
し
な
か
っ
た
諸
國
が
藪
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
合
衆
國
の

ほ
か
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
、
そ
れ
も
主
要
國
に
よ
つ
て
批
准
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
米
洲
に
お
け
る
條
約
法
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
も

の
と
解
さ
れ
る
。

　
ー
　
ゴ
ン
ド
ラ
條
約
　
詳
し
く
は
「
紛
孚
ノ
同
避
モ
シ
ク
ハ
防
止
ノ
タ
メ
ノ
條
約
」
で
あ
つ
て
、
一
名
、
ア
メ
リ
カ
諸
國
間
の
「
審
査
條
約
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
條
約
は
、
後
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
「
不
戦
條
約
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
あ
る
い
ば
そ
の
原
型
を
構

成
し
た
も
の
と
云
つ
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
「
締
約
國
ハ
外
交
的
手
績
ニ
ョ
ル
解
決
ガ
不
能
デ
ア
ル
カ
、
若
シ
ク
ハ
現
行
條
約
二
擦
リ
仲
裁
二
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ス
ル
コ
ト
能
ワ
ザ
ル
凡
テ
ノ
紛
孚
ヲ
調
査
ト
報
告
ノ
タ
メ
ニ
審
査
委
員
會
二
附
託
ス
ベ
キ
コ
ト
」
を
第
一
條
前
段
に
約
し
、
米
洲
諸
國
は
は
じ
め

て
國
際
審
査
委
員
會
制
度
を
設
け
、
こ
れ
に
國
家
の
凋
立
、
名
春
お
よ
び
死
活
的
利
害
關
係
を
含
む
い
つ
さ
い
の
紛
議
を
附
託
す
べ
き
こ
と
を
定

め
た
。
ま
た
、
同
條
後
段
は
「
審
査
委
員
會
ノ
報
告
ガ
齎
ラ
サ
レ
ル
マ
デ
…
…
締
約
國
ハ
軍
隊
ノ
移
動
乃
至
集
中
、
職
雫
乃
至
戦
雫
ノ
準
備
ヲ
ナ

　
　
　
　
　
（
2
）

ス
マ
ト
ヲ
禁
止
」
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
個
別
的
國
家
の
武
力
行
使
を
制
限
し
、
戦
孚
に
訴
え
る
こ
と
の
決
定
穫
を
委
員
會
に
集
中
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
た
め
に
は
、
審
査
委
員
會
の
手
績
を
速
や
か
な
ら
し
め
る
よ
う
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
モ
ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ
に
二
つ
の
常
設
委
員
會
を
設
置
し
、

爾
首
都
に
駐
在
す
る
外
交
使
節
中
よ
り
三
人
の
上
席
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
こ
と
と
し
、
紛
孚
當
事
國
の
一
方
の
要
求
に
基
づ
い
て
速
や
か
に
審



査
委
員
會
を
組
織
す
べ
き
樺
能
が
第
四
條
に
よ
り
常
設
委
員
會
に
與
え
ら
れ
て
い
る
。

　
皿
　
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
條
約
　
い
わ
ゆ
る
「
不
戦
條
約
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
界
的
、
一
般
的
な
國
際
條
約
で
あ
つ
て
、
軍
に
米
洲
諸

國
間
の
み
の
も
の
で
は
な
い
が
、
殆
ん
ど
の
米
洲
諸
國
が
こ
れ
に
加
わ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
是
非
と
も
奉
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
條
約
の

重
黙
は
「
締
約
國
ハ
國
際
紛
雫
解
決
ノ
タ
メ
ニ
載
孚
二
訴
エ
ル
コ
ト
ヲ
非
ト
シ
、
ソ
ノ
相
互
關
係
ニ
オ
イ
テ
國
家
政
策
ノ
手
段
ト
シ
テ
ノ
職
孚
ヲ

批
棄
ス
ル
コ
ト
」
、
な
ら
び
に
「
締
約
國
ハ
相
互
間
二
起
ル
コ
ト
ガ
豫
想
サ
レ
ル
一
切
ノ
紛
雫
叉
ハ
紛
議
ハ
、
ソ
ノ
性
質
モ
シ
ク
ハ
原
因
ノ
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ヲ
問
ワ
ズ
、
卒
和
的
手
段
ニ
ヨ
ル
以
外
ニ
コ
レ
ノ
虚
理
ナ
イ
シ
解
決
ヲ
求
メ
ザ
ル
コ
ト
」
に
置
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
審
査
委
員
禽
制
慶
の
探
用

を
取
極
め
た
米
州
諸
國
に
と
つ
て
、
こ
の
不
職
條
約
は
米
洲
機
構
の
一
般
化
を
認
め
た
も
の
で
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
強
化
す
る
も
の
で

は
な
い
。

　
皿
　
調
停
な
ら
び
に
仲
裁
條
約
　
こ
の
條
約
は
「
締
約
國
ハ
締
約
國
間
二
生
ジ
タ
ル
一
切
ノ
紛
争
ニ
シ
テ
、
外
交
的
手
績
ニ
ヨ
リ
解
決
不
能
ナ

ル
モ
ノ
ヲ
調
停
ノ
手
績
二
附
シ
、
マ
タ
本
條
約
二
於
イ
テ
課
セ
ラ
レ
タ
義
務
ヲ
途
行
ス
ル
タ
メ
ニ
調
停
委
員
會
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
」
を
定
め
た
調

停
條
約
、
な
ら
び
に
「
締
約
國
ハ
若
干
ノ
例
外
（
國
内
問
題
ト
第
三
國
ノ
利
盆
二
關
ス
ル
モ
ノ
）
ヲ
除
キ
、
國
際
的
性
質
ヲ
有
ス
ル
凡
テ
ノ
紛
議

ガ
外
交
ニ
ヨ
ル
調
整
不
能
ニ
シ
テ
、
法
ノ
原
則
ノ
適
用
ニ
ヨ
ル
到
決
ガ
可
能
ナ
ル
タ
メ
ニ
本
質
上
司
法
的
性
質
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
ソ
レ
ヲ
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

裁
二
附
シ
、
カ
ッ
採
用
ス
ベ
キ
仲
裁
ノ
手
績
ヲ
規
定
ス
ル
義
務
ア
ル
コ
ト
」
を
定
め
た
仲
裁
條
約
の
二
部
か
ら
な
つ
て
い
る
。
前
者
の
調
停
條
約

は
、
當
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
・
カ
ル
ノ
條
約
（
一
九
二
五
年
）
以
來
國
際
間
に
こ
邊
的
な
い
し
多
邊
的
調
停
條
約
が
成
立
し
た
機
蓮
に
乗
じ

て
、
ゴ
ソ
ド
ラ
條
約
の
國
際
審
査
の
原
則
と
ロ
カ
ル
ノ
調
停
條
約
な
ど
國
際
調
停
の
原
則
と
を
併
用
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
調
停
委
員
禽
は
こ
れ

に
附
託
さ
れ
た
紛
箏
の
調
査
な
ら
び
に
調
停
を
な
し
う
べ
き
こ
と
、
な
ら
び
に
常
設
外
交
委
員
會
に
封
し
て
は
・
て
れ
自
身
の
饗
意
ま
た
は
當
事
國

の
一
方
の
要
求
に
基
づ
い
て
調
停
的
機
能
を
螢
む
椹
限
を
附
與
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
法
律
的
性
質
を
有
す
る
紛
雫
に
つ
い
て
は
仲
裁
裁

到
の
原
則
を
採
用
し
て
、
別
に
仲
裁
裁
到
條
約
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
　
　
米
洲
、
平
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
三
九
五
）



　
　
　
米
洲
耶
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
三
九
六
）

　
W
　
ラ
ー
マ
ス
條
約
　
こ
れ
は
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
と
パ
ラ
グ
ァ
イ
の
境
界
紛
孚
に
か
ら
ん
だ
チ
ャ
コ
紛
箏
を
雫
和
的
解
決
に
導
く
た
め
に
、
第
七
同

汎
米
禽
議
（
一
九
三
三
年
、
モ
ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ
）
の
決
議
に
よ
つ
て
委
任
さ
れ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ
ー
、
ペ
ル
ー
、
そ
れ
に
紛
孚
の

爾
當
事
國
を
含
ん
だ
特
別
李
和
會
議
に
よ
り
採
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
探
揮
さ
れ
た
経
緯
と
し
て
は
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
の
反
米
意
識
を
特

に
學
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
條
約
は
ケ
・
ッ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
不
戦
條
約
に
封
抗
す
る
意
圖
を
も
つ
て
同
國
外
相
サ
ー
ヴ
ェ
ド
ラ
・

ラ
r
マ
ス
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
の
面
目
を
立
て
る
趣
旨
で
探
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
た
め
、
一
名
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
不
職
條
約
と

も
云
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
要
旨
は
、
侵
略
職
孚
を
否
認
（
第
一
條
）
し
て
不
戦
條
約
と
同
一
の
規
定
を
設
け
、
非
手
和
的
、
武
力
的
手
段
に
よ
る
領
土
の
攣
更
や
獲
得

を
否
認
（
第
二
條
）
、
以
上
の
諸
規
定
に
違
反
す
る
紛
箏
國
に
封
し
、
他
の
條
約
國
が
手
和
を
維
持
す
る
た
め
に
中
立
國
と
し
て
共
同
一
致
の
態
度

を
と
り
、
政
治
的
、
法
律
的
、
経
濟
的
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
定
め
（
第
三
條
）
、
外
交
的
手
績
に
よ
る
解
決
不
能
の
紛
孚
を
調
停
手
績
に
附
託
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

べ
き
こ
と
を
規
定
（
第
四
條
以
下
）
し
て
い
る
。
こ
れ
が
注
目
す
べ
き
は
、
紛
雫
の
強
制
的
解
決
の
た
め
に
外
交
的
あ
る
い
は
武
力
的
干
渉
が
禁
止

さ
れ
た
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
の
條
約
の
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ソ
は
、
ケ
ワ
ヅ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
不
戦
條
約
の
職
孚
拗
棄
の
原
則
に
、
さ
ら
に
フ
ー
ヴ
ァ

ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
武
力
征
服
非
承
認
の
原
則
を
加
昧
綜
合
し
た
と
こ
ろ
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
合
衆
國
は
、
當
初
こ
の
條
項
に
拘
泥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
ル
國
務
長
官
の
彊
硬
な
支
持
の
た
め
に
こ
の
不
戦
條
約
に
調
印
す
る
こ
と
に
な
つ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
合
衆
國
が
こ
の

條
約
を
受
容
れ
た
こ
と
は
、
合
衆
國
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
關
す
る
モ
ン
ロ
ー
宣
言
の
傳
統
的
解
繹
、
あ
る
い
は
ま
た
プ
ラ
ッ
ト
修
正
法
な
ど

帝
國
主
義
的
政
策
に
終
止
符
を
打
ち
、
善
隣
へ
の
政
策
轄
換
に
實
際
踏
み
切
つ
た
も
の
と
し
て
好
感
を
も
つ
て
迎
え
ら
れ
た
。

　
以
上
の
四
條
約
を
綜
合
的
に
要
約
す
れ
ば
、
第
一
に
國
家
の
政
策
手
段
と
し
て
の
戦
孚
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
（
不
職
條
約
、
ラ
ー
マ
ス
條
約
）
、
第

二
に
一
切
の
紛
事
は
李
和
的
手
段
に
よ
つ
て
の
み
解
決
す
べ
き
だ
と
の
大
原
則
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
（
不
職
條
約
、
ラ
ー
マ
ス
條
約
）
、
こ
の
大
原
則

の
細
則
と
し
て
、
法
律
的
紛
雫
薗
内
問
題
と
第
三
國
の
利
盆
に
關
す
る
も
の
を
除
く
）
は
仲
裁
裁
到
に
附
託
す
べ
く
（
仲
裁
條
約
）
、
他
方
一
切
の
紛
孚



は
審
査
手
績
9
ン
ド
ラ
條
約
）
ま
た
は
調
停
手
績
（
調
停
條
約
、
ラ
ー
マ
ス
條
約
）
に
附
託
す
べ
き
こ
と
、
た
だ
し
、
法
律
的
紛
箏
に
つ
い
て
、
審
査

や
調
停
で
解
決
し
な
い
場
合
は
、
さ
ら
に
仲
裁
裁
剣
に
附
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
李
和
維
持
の
原

則
に
關
す
る
か
ぎ
り
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
國
際
蓮
盟
規
約
第
一
〇
條
か
ら
第
一
五
條
に
規
定
さ
れ
た
原
則
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
米
洲
機
構

に
移
行
さ
れ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
國
際
蓮
盟
規
約
で
は
、
個
々
の
加
盟
國
に
僅
か
の
例
外
を
除
い
て
一
般
に
武
力
行
使
を
禁
じ
て
は
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

か
つ
た
の
に
封
し
て
、
米
洲
李
和
機
構
で
は
第
二
に
撃
げ
た
ご
と
く
、
一
切
の
紛
孚
は
李
和
的
手
段
に
よ
つ
て
の
み
解
決
す
べ
き
だ
と
し
て
外
交

的
あ
る
い
は
武
力
的
干
渉
を
禁
ず
る
の
大
原
則
を
打
出
し
た
黙
に
お
い
て
、
後
者
が
前
者
に
比
し
て
よ
り
集
中
的
で
あ
り
、
し
か
し
、
見
方
に
よ

れ
ば
よ
り
理
念
的
で
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。
ま
た
、
爾
者
の
形
成
過
程
を
比
較
し
た
場
合
、
米
洲
機
構
は
審
査
委
員
會
制
度
に
始
ま
つ
て
徐
々
に

段
階
的
に
機
構
の
充
實
が
圖
ら
れ
、
形
態
的
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
米
洲
季
和
機
構
は
理
念
的
に
一
鷹
そ
の
形
態
を
整
え
、
完
成
の
域
に
達
し
た
か
の
ご
と
き
観
を
呈
す
る
の
で
あ
る
が
、
實
際
に

は
こ
れ
ら
諸
條
約
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
洲
内
で
の
紛
孚
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。
特
に
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
と
パ
ラ
グ
ァ
イ
間
の
チ
ャ
コ

紛
孚
が
公
然
た
る
戦
箏
に
ま
で
襲
展
し
た
と
き
で
す
ら
、
米
洲
機
構
は
何
ら
の
積
極
的
具
艦
策
を
も
と
り
え
ず
、
國
際
連
盟
調
停
委
員
會
に
よ
る

調
停
の
失
敗
と
同
様
に
、
こ
の
機
構
の
非
實
際
性
を
露
呈
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
最
大
の
要
因
は
、
こ
れ
ら
の
條
約
に
封
し

て
全
米
洲
諸
國
の
批
准
が
完
全
に
行
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
頻
叢
し
た
紛
孚
の
大
部
分
が
、
國
際
條
約
を
批
准
し
な
か
つ
た

小
國
間
に
起
つ
た
事
件
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
米
洲
諸
國
間
に
お
け
る
連
帯
性
の
欲
如

の
故
で
あ
つ
た
と
し
て
も
差
支
え
な
い
。
じ
つ
さ
い
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
あ
る
も
の
は
、
表
面
的
に
は
米
洲
機
構
の
指
導
國
で
あ
る
合

衆
國
に
微
笑
を
見
せ
な
が
ら
も
、
内
心
、
合
衆
國
に
封
す
る
不
信
の
念
は
消
え
ず
、
究
極
の
保
障
は
國
際
蓮
盟
に
委
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

チ
ャ
コ
紛
雫
の
調
停
に
際
し
て
、
國
際
蓮
盟
の
示
し
た
無
能
ぶ
り
は
、
國
際
蓮
盟
に
封
す
る
か
れ
ら
の
信
頼
感
を
急
激
に
冷
却
さ
せ
る
も
の
が
あ

つ
た
。

　
　
　
米
洲
李
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
三
九
七
）



　
　
　
米
洲
準
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
三
九
八
）

　
一
方
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
情
勢
は
緊
迫
の
度
を
檜
し
、
こ
の
外
思
が
か
え
つ
て
米
洲
機
構
に
封
す
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
態

度
を
好
輔
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
つ
て
、
米
洲
諸
國
間
の
連
帯
性
強
化
を
要
望
す
る
聲
は
急
激
に
高
ま
つ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大

統
領
は
一
九
三
六
年
一
月
三
〇
日
、
米
洲
諸
國
へ
書
簡
を
途
り
「
米
洲
諸
國
間
に
お
け
る
李
和
の
維
持
を
最
善
に
保
障
す
る
方
法
を
決
め
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
…
…
速
や
か
に
臨
時
汎
米
會
議
を
ヴ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
開
催
す
べ
き
こ
と
」
を
提
案
し
た
。
そ
の
骨
組
み
は
一
慮
完
成
の
域
に
達
し
た
と

は
い
え
、
云
わ
ば
室
中
櫻
閣
の
感
が
な
く
も
な
か
つ
た
米
洲
李
和
機
構
が
、
堅
固
な
礎
石
の
上
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
こ
の
ヴ
ェ
ノ

ス
・
ア
イ
レ
ス
會
議
以
降
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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H
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o
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ニ
　
ヴ
ェ
ノ

ス
・
ア
イ
レ
ス
奉
和
條
約

　
ヴ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
汎
米
臨
時
會
議
（
一
九
三
六
年
二
戸
一
⊥
二
一
百
）
は
十
一
箇
の
條
約
を
採
揮
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
米
洲
李
和
維
持

の
原
則
に
直
接
に
關
係
あ
る
も
の
は
「
李
和
條
約
」
、
「
紛
孚
防
止
に
關
す
る
條
約
」
、
「
仲
介
・
調
停
條
約
」
、
「
現
行
諸
條
約
を
統
合
す
る
條
約
」

の
四
條
約
で
あ
る
。

V
　
平
和
條
約
　
正
し
く
は
「
雫
和
ノ
維
持
、
保
存
及
ビ
同
復
二
關
ス
ル
條
約
」
で
あ
る
。
こ
の
條
約
は
五
力
條
か
ら
な
り
、
第
四
、
五
條
は



批
准
の
手
績
お
よ
び
期
限
を
規
定
し
、
第
二
條
後
段
は
共
同
防
衛
の
原
則
と
手
績
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
和
維
持
に
直
接
關
係
す

る
の
は
第
一
條
、
第
二
條
前
段
、
お
よ
び
第
三
條
で
あ
る
。
第
一
條
で
は
、
米
洲
諸
國
の
李
和
が
脅
や
か
さ
れ
た
場
合
、
不
職
條
約
と
ラ
ー
マ
ス

條
約
の
調
印
國
は
「
他
ノ
耶
和
機
構
ノ
構
成
國
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ワ
ズ
、
李
和
的
協
力
ノ
方
法
ヲ
焚
見
シ
、
採
用
ス
ル
目
的
ヲ
モ
ッ
テ
相
互
二
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

議
ス
ベ
キ
」
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
こ
に
云
う
「
他
ノ
卒
和
機
構
」
と
は
國
際
蓮
盟
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
一
條

で
は
、
本
條
約
が
國
際
蓮
盟
規
約
に
よ
つ
て
附
帯
さ
れ
た
義
務
と
米
洲
手
和
機
構
と
の
間
に
矛
盾
を
生
じ
な
い
よ
う
姜
協
葡
考
慮
の
ほ
ど
が
見
出

さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
條
文
は
、
米
洲
諸
國
間
に
戦
雫
ま
た
は
事
實
上
戦
箏
駄
態
に
あ
る
場
合
に
は
相
互
に
意
見
を
交
換
し
李
和
的
協
力
方
法
を

見
出
す
た
め
「
邊
滞
ナ
ク
必
要
ナ
ル
相
互
的
協
議
ヲ
行
ウ
ベ
キ
コ
ト
」
と
規
定
し
た
第
二
條
前
段
と
と
も
に
、
手
和
維
持
の
方
法
と
し
て
「
協

議
」
す
る
こ
と
を
探
用
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
李
和
確
保
の
方
法
を
共
同
的
に
決
定
し
實
行
す
る
こ
と
を
取
極
め
て
い
る
。
第
三
條
は
紛
雫
の
調
停

手
績
、
ま
た
は
仲
裁
な
い
し
司
法
的
解
決
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
既
設
の
關
係
諸
條
約
に
よ
つ
て
取
極
め
ら
れ
た
域
を
越
え
る
も
の
で
は
な

い
。
も
と
も
と
本
條
約
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
た
諸
條
約
に
何
ら
特
別
の
効
力
を
補
足
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
輩
に
世
界

的
、
一
般
的
機
構
と
地
域
的
機
構
と
の
妥
協
を
前
提
と
し
て
米
洲
平
和
機
構
の
一
般
原
則
を
宣
言
し
た
に
他
な
ら
な
い
。

　
W
　
紛
孚
防
止
に
關
す
る
條
約
　
實
質
的
に
は
「
ゴ
ン
ド
ラ
條
約
」
に
何
ら
の
新
鮮
昧
を
も
添
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
内
容
提
示
を
省
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
、
た
だ
「
常
設
双
務
混
合
委
員
會
」
と
構
す
る
名
目
上
常
設
の
機
關
を
新
た
に
設
置
し
た
黙
に
特
色
が
あ
る
。

　
W
　
仲
介
・
調
停
に
關
す
る
條
約
　
こ
れ
は
九
力
條
か
ら
な
り
、
第
五
條
以
下
に
批
准
の
手
績
、
期
限
、
そ
の
他
細
目
の
手
績
を
定
め
て
お
り
、

實
質
内
容
は
第
一
條
か
ら
第
四
條
ま
で
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
實
際
上
仲
介
ま
た
は
調
停
を
す
る
人
物
を
指
定
す
る
方
法
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
一
八
九
九
年
第
一
同
ハ
ー
グ
手
和
會
議
の
常
設
仲
裁
裁
剣
所
構
成
の
例
に
な
ら

つ
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
國
際
紛
孚
の
解
決
に
個
人
を
正
式
の
調
停
人
ま
た
は
仲
介
人
と
す
る
こ
と
は
國
際
法
上
、
甚
だ
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
結
局
、
利
害
關
係
の
異
な
る
二
者
が
第
三
者
の
指
名
に
果
し
て
一
致
す
る
か
ど
う
か
、
か
り
に
指
名
が
一
致
し
た
と
し
て
も
目
的
達
成
の
効

　
　
　
米
洲
奉
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
三
九
九
）



　
　
　
米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
四
〇
〇
）

果
た
る
や
全
く
の
疑
問
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
櫃
　
現
行
諸
條
約
を
統
合
す
る
條
約
　
詳
し
く
は
「
現
行
諸
條
約
ヲ
調
整
、
援
張
シ
、
ソ
レ
ラ
ノ
履
行
ヲ
保
障
ス
ル
條
約
」
で
あ
つ
て
、
李
和

維
持
の
観
黙
か
ら
見
て
も
つ
と
も
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
條
約
は
八
力
條
か
ら
な
り
、
第
一
條
と
第
二
條
で
は
現
行
條
約
の
再
確
認

と
米
洲
に
お
け
る
手
和
維
持
の
一
般
原
則
を
規
定
し
、
第
三
條
よ
り
第
六
條
ま
で
に
本
條
約
の
實
質
的
内
容
が
折
込
ま
れ
て
い
る
。
第
三
條
は
、

戦
孚
の
脅
威
あ
る
場
合
、
「
カ
カ
ル
協
議
ノ
進
行
中
、
ソ
シ
テ
ソ
レ
ガ
六
カ
月
以
上
ヲ
経
過
シ
ナ
イ
場
合
ニ
ハ
、
當
事
國
ハ
戦
雫
モ
シ
ク
ハ
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ナ
ル
軍
事
的
行
動
ニ
モ
訴
エ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
了
解
ス
ル
」
と
規
定
し
て
國
際
連
盟
規
約
第
ご
］
條
の
原
則
を
踏
襲
し
て
い
る
。
第
四
條
は
現
行
諸
條

約
の
仲
裁
、
調
停
、
仲
介
、
審
査
な
ど
の
手
績
に
よ
つ
て
紛
孚
を
解
決
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
手
績
が
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

失
敗
し
て
職
孚
朕
態
が
襲
生
し
た
場
合
を
豫
想
し
て
、
第
五
條
と
第
六
條
に
は
制
裁
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
制
裁
規
定
は
、
だ
い
た
い
國
際

蓮
盟
規
約
第
一
六
條
な
い
し
第
一
七
條
に
該
當
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
探
用
さ
れ
た
こ
と
は
米
洲
平
和
機
構
の
一
大
進
歩
で
あ
つ
た
と
云

つ
て
よ
か
ろ
う
。
特
に
そ
れ
は
、
從
來
の
こ
の
種
の
規
定
に
比
し
て
、
次
の
三
つ
の
特
色
が
畢
げ
ら
れ
る
。

　
そ
の
第
一
は
「
戦
闘
行
爲
」
が
護
生
し
た
場
合
、
そ
れ
を
「
戦
孚
状
態
」
と
認
定
す
る
椹
限
は
汎
米
會
議
、
汎
米
蓮
合
、
ま
た
は
汎
米
外
相
會

議
の
ご
と
き
國
際
機
關
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
々
の
國
家
に
保
留
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
事
實
上
進
行
中
ノ
戦
闘
行
爲
ガ
戦
雫
猷

態
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
二
關
シ
、
締
約
國
ノ
各
々
ハ
速
ヤ
カ
ナ
ル
決
定
二
到
達
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
了
解
」
（
第
五
條
）
し
た
こ
と

は
、
國
際
蓮
盟
規
約
第
一
六
條
が
こ
の
黙
に
關
し
て
理
事
會
に
権
限
を
附
託
し
て
い
る
の
に
比
し
て
鍬
照
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
同
じ
く
第
五
條

に
「
戦
闘
行
爲
」
が
叢
生
し
た
場
合
、
各
國
の
と
る
べ
き
態
度
に
つ
い
て
「
各
締
約
國
ハ
…
…
自
國
ノ
國
内
法
規
二
從
ウ
」
こ
と
を
明
記
し
て
い

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
從
來
の
條
約
に
比
し
て
個
別
的
國
家
主
椹
の
尊
重
と
い
う
黙
で
歎
段
の
前
進
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
第
三
に
、
個
々
の
國
家

が
そ
の
國
内
法
に
よ
つ
て
】
定
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
、
「
カ
カ
ル
行
爲
ハ
、
　
ソ
レ
ニ
ヨ
ッ
テ
影
響
ヲ
受
ケ
ル
國
家
二
饗
ス
ル
非
友
誼
的
行
爲
ト

ハ
看
徹
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
」
（
第
五
條
終
段
）
と
規
定
さ
れ
た
黙
で
あ
る
。
「
戦
闘
行
爲
」
が
起
つ
た
場
合
、
締
約
國
は
自
動
的
に
中
立
國
と
し



て
の
義
務
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
從
來
の
國
際
法
で
は
中
立
國
に
封
し
て
「
公
手
の
義
務
」
を
課
し
て
お
り
、
中
立
國
が
交
戦
國
の
一
方

に
利
盆
と
な
り
他
方
の
交
戦
國
に
封
し
て
不
利
盆
と
な
る
行
爲
を
行
う
こ
と
は
中
立
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
合
衆
國
の
ご
と

く
有
力
な
國
家
が
そ
の
國
内
法
の
穫
動
に
よ
つ
て
、
随
時
、
輸
出
禁
止
、
経
濟
封
鎖
、
武
器
貸
與
、
な
ど
の
行
爲
が
行
わ
れ
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、

從
來
の
中
立
法
規
は
根
本
的
に
修
正
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
こ
の
第
三
の
黙
に
關
し
て
は
、
次
の
第
六
條
に
も
繰
返
さ
れ
て
お
り
、
戦
闘
行
爲
が
行
わ
れ
、
も
し
く
は
そ
の
脅
威
あ
る
場
合
に
は
「
米
洲
以

外
ノ
國
際
戦
孚
ノ
場
合
ニ
オ
ヶ
ル
中
立
ノ
一
般
原
則
二
矛
盾
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
」
締
約
國
は
中
立
國
と
し
て
の
性
質
に
お
い
て
直
ち
に
措
置
を
講
ず

べ
き
旨
を
前
段
で
規
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
段
に
お
い
て
、
締
約
國
は
「
ソ
ノ
各
々
ノ
國
内
法
二
從
ッ
テ
」
紛
箏
當
事
國
に
封
し
て
「
武

器
弾
藥
、
職
争
機
具
ノ
販
費
マ
タ
ハ
運
邊
、
ア
ル
イ
ハ
借
款
マ
タ
ハ
他
ノ
財
政
的
援
助
ノ
禁
止
乃
至
制
限
ヲ
老
慮
シ
ウ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
」
と
い
う

全
く
矛
盾
し
た
制
裁
規
定
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
事
實
は
ど
の
よ
う
に
解
繹
さ
れ
て
よ
い
も
の
か
、
本
條
文
だ
け
で
は
爾
者
の
理
論
的
一
致
は
見

出
し
か
ね
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
一
般
國
際
法
と
特
別
國
際
法
と
の
關
係
と
し
て
み
る
と
き
に
は
、
米
洲
外
に
お
け
る
戦
箏
の
場
合
に
は
從
來
の

一
般
國
際
法
の
中
立
法
規
の
適
用
を
受
け
、
米
洲
内
の
戦
雫
の
場
合
に
は
「
中
立
國
ト
シ
テ
ノ
性
質
ニ
オ
イ
テ
」
よ
り
自
由
な
行
爲
を
と
り
う
る

も
の
と
解
繹
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ブ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
汎
米
臨
時
會
議
は
、
こ
の
よ
う
な
「
李
和
條
約
」
と
「
現
行
諸
條
約
ヲ
統
合
ス
ル
條
約
」
の
二
條
約
を
實
質
的
部
分
と

し
て
、
米
洲
機
構
を
充
實
す
る
上
に
大
き
な
効
果
を
齎
ら
し
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
て
ぎ
よ
う
。
從
來
の
諸
條
約
に
は
全
米
洲
諸
國
の
一
致
し

た
批
准
が
行
わ
れ
ず
、
ま
た
各
々
凋
立
し
た
條
約
の
締
約
國
が
必
ら
ず
し
も
同
一
で
な
く
、
互
い
に
食
い
違
つ
て
い
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
つ
た

た
め
、
全
米
洲
諸
國
に
よ
る
蓮
帯
的
共
同
行
爲
な
る
も
の
は
少
く
と
も
行
わ
れ
た
試
し
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
新
た
に
從
前
の
諸
條
約
を
統
合

し
た
條
約
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
條
約
に
違
反
し
た
國
に
封
し
て
は
統
一
條
約
を
根
嫁
に
、
他
の
す
べ
て
の
締
約
國
が
抗
議
を
な
し
、
責

任
を
間
い
、
違
反
防
止
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
た
。
ま
た
、
具
髄
的
成
果
と
し
て
は
、
特
別
な
制
裁
規
定
が
明
文
化
さ
れ
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た
こ
と
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
は
疑
問
の
蝕
地
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
個
々
の
國
家
主
穫
の
尊
重
に
重
黙
が

置
か
れ
た
黙
、
米
洲
李
和
機
構
が
新
た
な
飛
躍
を
な
し
た
も
の
と
し
て
特
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
孚
状
態
の
決
定
穫
が
個
々
の
國
家
に
保
留

さ
れ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
個
別
的
國
家
の
國
内
法
を
も
つ
て
國
際
的
制
裁
の
原
則
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
な
ど
は
、
あ
る
い
は
國
家
主
権
の
尊
重

が
輩
に
形
式
的
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
實
際
に
は
合
衆
國
の
米
洲
機
構
に
お
け
る
凋
裁
穰
を
正
當
化
し
、
合
衆
國
の
米
洲
支
配
に
法
的
根
檬
を
與
え

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
成
立
つ
が
、
か
か
る
制
裁
規
定
の
採
用
に
よ
つ
て
米
洲
機
構
が
實
質
的
に
充
實
し
、
一
段
と
襲
展
的
展
開
を
成
し

途
げ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
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三
　
第
二
次
世
界
大
戦
と
米
洲
機
構

　
第
二
次
世
界
大
職
の
職
雲
は
一
九
三
六
年
頃
か
ら
急
激
に
援
ま
り
、
ド
イ
ッ
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
を
占
領
し
、
イ
タ
リ
ァ
は
エ
チ
オ
ピ
ア
の
征
服

を
完
了
、
ス
ペ
イ
ン
に
は
左
右
爾
翼
闘
雫
が
展
開
さ
れ
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
全
艦
主
義
と
の
爾
陣
螢
間
の
抗
孚
に
分
裂
す
る
氣

蓮
が
潅
つ
た
。
こ
の
氣
蓮
は
さ
ら
に
ド
イ
ッ
の
チ
ェ
コ
進
出
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ソ
コ
派
の
勝
利
を
誘
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
全
艦

主
義
勢
力
は
著
し
く
檜
彊
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
急
韓
し
た
情
勢
の
影
響
は
米
洲
に
も
大
き
く
反
映
し
た
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸

國
が
全
髄
主
義
國
家
の
維
濟
的
進
出
の
封
象
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
野
心
の
好
目
標
と
な
る
こ
と
に
封
し
て
合
衆
國
は
極
端
な
警
戒
心
、



恐
怖
心
を
抱
き
、
全
艦
主
義
の
脅
威
に
封
抗
す
る
た
め
の
米
洲
諸
國
の
蓮
帯
・
結
束
を
重
ね
て
張
調
し
、
米
洲
機
構
に
よ
る
共
同
防
衛
を
叢
策
す

る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
K
　
リ
マ
宣
言
　
「
米
洲
蓮
帯
性
二
關
ス
ル
諸
主
義
ノ
宣
言
」
を
正
式
の
名
稻
と
す
る
。
こ
の
宣
言
の
目
的
は
米
洲
諸
國
の
共
同
防
衛
を
原
則

化
す
る
こ
と
に
お
か
れ
た
。
共
同
防
衛
に
關
し
て
は
、
ブ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
李
和
條
約
に
お
い
て
す
で
に
主
義
と
し
て
承
認
し
て
は
い
る
が
、

具
髄
的
行
動
に
つ
い
て
は
各
締
約
國
の
自
由
を
留
保
し
て
い
た
。
そ
れ
が
「
リ
マ
宣
言
」
に
お
い
て
は
、
「
米
洲
國
ノ
李
和
、
安
全
、
領
土
的
保

全
ガ
行
爲
ノ
性
質
如
何
ニ
カ
カ
ワ
ラ
ズ
脅
カ
サ
レ
ル
場
合
ニ
ハ
、
米
洲
國
ノ
政
府
ハ
之
二
共
同
ノ
關
心
ヲ
有
シ
、
連
帯
性
ヲ
有
効
化
ス
ル
決
意
ア

（
1
）リ
」
（
第
三
條
）
と
し
、
脅
威
の
内
容
を
「
行
爲
ノ
性
質
如
何
ニ
カ
カ
ワ
ラ
ズ
」
と
軍
な
る
武
力
的
脅
威
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
各
政
府
は

「
個
々
ノ
資
格
ニ
テ
猫
立
二
行
動
」
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
具
艦
的
行
動
に
つ
い
て
、
共
同
防
衛
の
原
則
と
し
て
は
さ
ほ
ど
の
積
極
性
は
感
じ
ら
れ

な
い
が
、
ブ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
卒
和
條
約
に
比
す
れ
ば
勲
歩
の
前
進
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
世
界
情
勢
の
急
攣
に
備
え
て
、
米
洲
機
構
を
よ
り
機
能
化
す
べ
く
、
第
三
條
の
原
則
を
實
行
す
る
手
績
と
し
て
米
洲
諸
國
外
相
禽
議
を

随
時
開
催
す
る
こ
と
を
取
極
め
、
第
四
條
に
規
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
蓮
帯
性
張
化
の
實
椹
は
、
五
年
に
一
度
の
汎
米
禽
議
か
ら
「
望
マ
シ
キ

ト
キ
、
及
ビ
米
洲
共
和
國
ノ
何
レ
カ
ノ
襲
意
」
に
よ
る
外
相
會
議
に
移
管
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
X
パ
ナ
マ
宣
言
第
こ
次
大
職
の
火
蓋
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
切
ら
れ
て
約
一
ヵ
月
後
、
「
リ
マ
宣
言
」
に
基
づ
い
た
第
一
同
汎
米
外
交
會
議
が

開
か
れ
、
當
面
の
封
策
が
協
議
さ
れ
た
。
合
衆
國
の
中
立
維
持
策
か
ら
し
て
、
こ
の
會
議
で
は
共
同
防
衛
よ
り
も
米
洲
自
艦
を
職
雫
か
ら
遠
ざ
け

る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
、
こ
の
宣
言
の
内
容
も
「
米
洲
連
帯
性
の
再
宣
言
」
、
「
戦
時
禁
製
品
の
定
義
」
、
「
中
立
維
持

に
關
す
る
協
力
方
法
」
、
お
よ
び
「
安
全
水
域
の
設
定
」
な
ど
に
重
黙
が
分
散
さ
れ
、
共
同
防
衛
に
關
し
て
は
「
中
立
維
持
ヲ
目
的
ト
ス
ル
警
察

及
ビ
司
法
的
方
法
二
關
ス
ル
協
力
」
が
決
議
さ
れ
多
少
の
關
蓮
性
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
刃
　
ハ
ヴ
ァ
ナ
宣
言
お
よ
び
ハ
ヴ
ァ
ナ
法
　
フ
ラ
ン
ス
の
崩
壊
を
機
と
し
て
開
か
れ
た
第
二
同
外
相
會
議
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
も
の
の
う
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三
）
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ち
、
　
「
ハ
ヴ
ァ
ナ
宣
言
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
米
洲
諸
國
防
衛
ノ
タ
メ
ノ
相
互
援
助
及
ビ
協
力
」
と
構
す
る
決
議
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
一
米
洲
國
ノ
領
土
保
全
マ
タ
ハ
不
可
侵
性
、
主
穫
マ
タ
ハ
政
治
的
獅
立
二
封
シ
テ
ナ
サ
レ
ル
非
米
洲
國
ノ
如
何
ナ
ル
試
ミ
モ
、
コ
ノ
宣
言
二
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

印
シ
タ
ス
ベ
テ
ノ
國
家
二
勤
ス
ル
侵
略
行
爲
ト
看
倣
サ
ル
ベ
シ
」
と
し
て
、
米
洲
共
同
防
衛
の
原
則
を
明
確
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ノ

ス
・
ア
イ
レ
ス
午
和
條
約
お
よ
び
リ
マ
宣
言
が
こ
れ
に
關
し
て
は
漢
然
と
締
約
國
に
軍
に
協
議
す
る
こ
と
の
義
務
を
負
わ
し
め
た
に
す
ぎ
ず
、
具

髄
的
行
動
に
つ
い
て
も
各
國
政
府
の
決
定
に
委
ね
て
い
た
の
に
封
し
、
ハ
ヴ
ァ
ナ
宣
言
は
積
極
的
に
一
米
洲
國
に
謝
す
る
侵
略
を
し
て
他
の
全
米

洲
國
に
封
す
る
侵
略
行
爲
を
構
成
す
る
も
の
と
断
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
米
洲
の
一
國
家
に
繋
す
る
非
米
洲
國
の
事
實
上
の
侵
略
的
行
爲
が

議
生
し
た
場
合
に
は
、
他
の
米
洲
國
は
直
ち
に
参
職
す
る
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
中
立
以
外
の
立
場
を
と
る
べ
き
法
律
的
義
務
が
附
帯
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
ハ
ヴ
ァ
ナ
法
」
は
こ
の
協
定
が
各
米
洲
國
の
批
准
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
ま
で
の
緊
急
事
態
に
謝
塵
す
る
た
砂

に
取
極
め
ら
れ
た
暫
定
的
の
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
「
リ
マ
宣
言
」
、
「
パ
ナ
マ
宣
言
」
、
そ
れ
に
「
ハ
ヴ
ァ
ナ
宣
言
」
と
「
ハ
ヴ
ァ
ナ
法
」
は
い
ず
れ
も
、
米
洲
諸
國
が
中
立
國
と
し
て

の
性
格
に
お
い
て
結
束
す
る
こ
と
の
必
要
と
共
同
防
衛
の
方
法
に
つ
き
具
饅
的
に
協
議
さ
れ
た
結
果
の
所
産
で
あ
つ
た
。
だ
が
實
際
に
は
全
米
洲

諸
國
に
よ
る
一
致
し
た
連
帯
的
行
動
な
る
も
の
は
途
に
見
ら
れ
ず
、
日
本
の
パ
ー
ル
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
攻
撃
に
よ
つ
て
合
衆
國
が
第
二
次
大
戦
に
参

戦
し
て
か
ら
も
、
諸
國
の
足
並
み
は
一
致
し
な
か
つ
た
。
な
か
で
も
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
、
チ
リ
ー
の
二
國
は
橿
軸
側
に
封
す
る
宣
戦
は
お
ろ
か
、
國

交
断
絶
も
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ら
爾
國
は
合
衆
國
を
「
非
交
戦
國
」
と
看
徹
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

名
實
と
も
に
交
職
國
で
あ
る
合
衆
國
を
非
交
戦
國
と
看
徹
し
た
爾
國
の
論
嫁
は
一
般
國
際
法
と
特
別
廣
域
圏
國
際
法
に
お
け
る
「
非
交
職
状
態
」

の
解
繹
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
輩
に
疑
問
を
提
供
す
る
に
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
從
來
の
國
際
法
に
お
い
て
は
地
理

的
室
間
的
制
約
性
に
認
識
の
封
象
が
お
か
れ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
職
時
に
お
け
る
國
家
の
地
位
が
交
戦
國
と
中
立
國
に
分
た
れ
、
そ
の
中
間
的

存
在
は
全
然
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
併
せ
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。



　
と
に
か
く
、
第
二
次
大
職
に
際
し
て
米
洲
機
構
は
充
分
に
そ
の
機
能
を
果
す
に
は
至
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
掲
げ
た
三
つ
の
宣
言
が

緊
急
歌
態
に
際
し
て
廣
汎
な
自
治
槽
が
地
域
的
機
構
の
機
能
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
内
外
に
宣
明
し
た
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と

に
有
効
で
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。

　
（
1
）
　
ω
。
岡
●
国
Φ
］
B
凶
9
0
や
o
詳
4
マ
ω
詔
●

　
（
2
）
一
W
9
昌
習
亀
国
葛
の
Φ
質
o
や
。
画
叶
‘
や
に
ω
．

四
　
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定

　
蓮
合
軍
側
の
勝
利
に
よ
る
第
二
次
大
戦
終
結
を
見
透
し
て
、
職
後
の
政
治
、
安
全
保
障
、
領
土
お
よ
び
維
濟
な
ど
の
諸
間
題
に
關
す
る
會
談
が

一
九
四
四
年
八
月
二
一
日
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
郊
外
の
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
に
お
い
て
米
・
英
・
中
・
ソ
の
四
力
國
間
に
開
か
れ
た
。
こ
の

會
談
の
結
果
と
し
て
一
〇
月
九
日
に
襲
表
さ
れ
た
「
一
般
的
國
際
機
構
設
立
二
關
ス
ル
提
案
」
　
（
等
8
8
巴
。
。
皆
目
導
Φ
国
の
鼠
嘗
終
9
①
旨
9
餌

O
雪
臼
巴
ぎ
言
旨
豊
曾
巴
O
お
曽
巳
鵠
菖
9
）
が
い
わ
ゆ
る
「
ダ
ソ
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
後
の
サ
ン
・
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
に
お
け
る
討
議
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

　
米
洲
に
お
い
て
も
、
こ
の
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
禽
談
に
刺
激
さ
れ
て
職
後
の
再
建
あ
る
い
は
虚
理
間
題
を
検
討
す
べ
く
、
一
九
四
五
年

二
月
一
二
日
か
ら
三
月
八
日
ま
で
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
郊
外
の
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
に
お
い
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
除
い
た
米
洲
二
〇
共
和
國
に
よ

る
「
戦
孚
ト
李
和
ノ
問
題
二
關
ス
ル
米
洲
會
議
」
が
も
た
れ
た
。
こ
の
汎
米
特
別
臨
時
會
議
で
探
揮
さ
れ
た
の
が
「
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
」
で

あ
る
が
、
も
と
も
と
、
こ
の
會
議
は
ダ
γ
パ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
禽
談
に
招
跨
さ
れ
な
か
つ
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
不
漏
が
昂
じ
て
開
催

さ
れ
た
と
も
み
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
こ
の
協
定
は
ダ
ン
パ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
に
封
し
多
分
に
封
抗
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
つ

て
、
地
域
的
取
極
め
な
い
し
機
構
の
機
能
擾
大
化
を
も
つ
て
そ
の
狙
い
と
し
て
い
る
。

　
　
　
米
洲
準
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
四
〇
五
）



　
　
　
米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
四
〇
六
）

　
刈
　
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
　
こ
れ
は
「
宣
言
」
と
「
勘
告
」
の
二
部
か
ら
な
る
。
ま
ず
「
宣
言
」
の
部
は
、
「
主
穫
ノ
法
的
二
手
等
ナ
ル
コ

ト
」
（
第
一
項
）
、
諸
國
の
「
個
性
ト
凋
立
ト
ヲ
尊
重
ス
ル
椹
利
」
（
第
二
項
）
を
認
め
た
の
ち
、
米
洲
國
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
「
米
洲
地
域
ノ
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

合
ナ
イ
シ
不
可
侵
性
二
封
シ
、
ア
ル
イ
ハ
米
洲
國
ノ
主
穫
ト
政
治
的
濁
立
二
謝
ス
ル
ス
ベ
テ
ノ
攻
撃
ハ
侵
略
行
爲
ト
、
・
・
ナ
サ
ル
ベ
キ
コ
ト
」
（
第
三

項
）
、
こ
の
種
の
「
侵
略
行
爲
」
が
起
つ
た
場
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
信
ず
べ
ぎ
理
由
が
あ
つ
た
場
合
に
は
「
執
リ
ウ
ル
措

置
ニ
ッ
イ
テ
協
議
ガ
ナ
サ
ル
ベ
キ
コ
ト
」
（
第
四
項
）
、
ま
た
戦
孚
の
織
績
期
間
そ
し
て
恒
久
的
條
約
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
調
印
國
は
「
武
力
行
使

ヲ
含
メ
テ
カ
カ
ル
侵
略
行
爲
二
翼
庭
ス
ル
ニ
必
要
ト
看
徹
サ
レ
ル
措
置
ヲ
ト
ル
ベ
キ
コ
ト
」
（
第
五
項
）
な
ど
を
米
洲
の
内
外
に
宣
言
し
、
こ
の
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

言
に
お
け
る
原
則
と
手
績
は
「
直
チ
ニ
護
効
ス
ル
」
（
第
六
項
）
も
の
と
し
た
。

　
「
渤
告
」
に
お
い
て
は
、
米
洲
國
に
封
す
る
侵
略
行
爲
な
い
し
侵
略
の
脅
威
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
宣
言
」
第
五
項
と
の
關
蓮
の

も
と
に
「
外
交
關
係
ノ
断
絶
」
か
ら
「
武
力
行
使
」
ま
で
、
廣
範
園
に
わ
た
る
制
裁
の
具
髄
的
内
容
を
調
印
國
の
執
る
べ
き
措
置
と
し
て
定
め
て

（
3
）

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
の
實
質
的
骨
子
は
、
第
一
に
米
洲
國
に
封
す
る
攻
撃
は
す
べ
て
米
洲
内
に
お
け
る
國
家
全
艦
に
封
す
る

侵
略
行
爲
と
断
定
す
る
旨
の
共
同
防
衛
策
で
あ
り
、
第
二
に
こ
の
共
同
防
衛
策
の
裏
附
と
し
て
、
侵
略
行
爲
に
封
庭
す
べ
き
個
別
的
國
家
の
武
力

行
使
を
も
含
ん
だ
具
膣
的
制
裁
内
容
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
の
二
黙
で
あ
る
。
第
一
の
黙
は
す
で
に
「
リ
マ
宣
言
」
な
ら
び
に
「
ハ
ヴ
ァ
ナ
宣
言
」

に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
措
置
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
協
定
に
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
第
二
の
制
裁
内
容
の
具
髄
化

さ
れ
た
黙
に
目
新
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
黙
を
骨
子
と
し
た
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
が
「
直
チ
ニ
嚢
効
ス
ル
モ
ノ
」
な
る
こ
と

が
取
極
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
米
洲
李
和
機
構
の
創
設
以
來
か
つ
て
み
な
い
手
績
方
法
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
の
協
定
の
積
極
性
と
と
も
に
強
力
な
實

効
性
の
表
わ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
お
よ
そ
、
實
効
性
が
俘
わ
ぬ
取
極
め
の
無
意
味
な
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
米
洲
機
構
に
あ
つ
て
も
こ
れ
ま
で
、
し
ば
し
ば
全
米



洲
國
の
一
致
し
た
批
准
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
そ
の
た
め
の
最
大
の
癌
で
あ
つ
た
と
云
え
る
。
例
え
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
の
如
き
、
合
衆
國

の
指
導
す
る
條
約
な
い
し
取
極
め
に
は
こ
と
ご
と
に
獣
立
し
、
批
准
を
保
留
し
て
き
た
こ
と
は
、
米
洲
機
構
が
全
髄
的
に
稜
展
す
る
上
に
お
い
て

最
大
の
悩
み
で
あ
つ
た
。
第
二
次
大
戦
中
、
最
後
ま
で
態
度
を
保
留
し
て
き
た
そ
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
會
議
の
渤
告
に
從
っ

て
封
橿
軸
宣
戦
布
告
を
決
意
し
、
こ
の
會
議
の
宣
言
な
ら
び
に
行
爲
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
は
、
實
際
、
大
き
な
牧
穫
で
あ
つ
た
と
云

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
の
實
質
的
意
義
は
、
米
洲
李
和
機
構
に
實
効
性
を
附
帯
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ

れ
を
大
陸
に
お
け
る
共
同
防
衛
な
ら
び
に
雫
和
維
持
の
た
め
の
諸
機
能
を
名
實
共
に
兼
備
し
た
、
お
よ
そ
歴
史
上
も
つ
と
も
新
し
く
、
も
つ
と
も

完
全
な
形
態
に
稜
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
會
議
に
お
い
て
最
頂
黙
に
達
し
た
米
洲
諸
國
の
李
和
機
構
に
封
す
る
熱
意
は
、
一
方
に
お
い
て
米
洲
機
構
濁
自
の
憲
章
作
成

の
方
向
に
向
け
ら
れ
、
一
九
四
八
年
四
月
三
〇
日
、
コ
・
ン
ビ
ア
の
首
府
ボ
ゴ
タ
に
お
い
て
「
米
洲
機
構
憲
章
」
に
調
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
新
し
い
段
階
に
踏
出
す
こ
と
に
な
つ
た
。
他
方
、
や
が
て
設
立
さ
る
べ
き
一
般
的
・
世
界
的
機
構
に
お
い
て
、
米
洲
機
構
に
試
み
ら
れ
た

諸
経
験
を
生
か
し
、
ま
た
一
般
的
機
構
と
の
關
蓮
に
お
け
る
地
域
的
機
構
の
立
場
を
強
化
す
べ
く
、
米
洲
諸
國
の
結
集
的
努
力
が
績
け
ら
れ
た
。

國
際
連
合
憲
章
が
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
か
ら
多
分
に
攣
更
さ
れ
た
の
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禽
議
に
お
け
る
米
洲
諸
國
、
特
に

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
働
き
か
け
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
米
洲
李
和
機
構
の
展
開
は
「
米
洲
機
構
憲
章
」
ー
ボ
ゴ
タ
憲
章
ー
に
よ
つ
て
事
實
上
の
完
成
を
印
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
内
容
は
米

洲
諸
國
が
こ
れ
ま
で
に
構
築
し
て
き
た
諸
條
約
、
諸
協
定
を
綜
合
的
に
網
羅
し
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
が
た
め
に
、
こ
こ
で
新
た
に
列
學
す
る

必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
に
結
集
さ
れ
た
米
洲
諸
國
の
努
力
が
如
何
に
一
般
的
機
構
に
生
か
さ
れ
た
か
、
こ
の
一
般
的
機

構
と
地
域
的
機
構
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
論
考
し
、
ま
た
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
に
お
け
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
活
躍
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
米
洲
機
構
の
世
界
的
意
義
を
検
討
し
本
論
の
締
括
り
と
し
た
い
。

　
　
　
米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
蓮
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
四
〇
七
）



（
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洲
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構
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五
　
國
際
蓮
合
憲
章
と
の
關
遠
に
お
い
て

　
國
際
蓮
合
憲
章
の
具
髄
的
原
案
と
な
つ
た
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
に
よ
れ
ば
、
安
全
保
障
理
事
會
は
「
彊
制
行
動
ノ
タ
メ
地
域
的
取

極
マ
タ
ハ
地
域
的
機
關
ヲ
利
用
ス
ベ
シ
。
但
シ
、
安
全
保
障
理
事
會
ノ
詐
可
ナ
ク
シ
テ
ハ
如
何
ナ
ル
彊
制
行
動
モ
、
カ
カ
ル
地
域
的
取
極
二
基
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

キ
マ
タ
ハ
地
域
的
機
關
ニ
ヨ
リ
執
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
」
（
第
八
章
第
三
節
第
二
項
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
強
制
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
地
域
的
取
極
め
に
よ
り
、
も
し
く
は
地
域
的
機
關
が
軍
濁
で
は
執
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ダ
ソ
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
は

地
域
的
機
構
の
存
在
を
一
般
的
機
構
の
下
に
「
消
極
的
に
」
認
め
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
國
際
蓮
盟
規
約
に
比

し
て
何
ら
攣
り
は
な
く
、
ま
た
米
洲
諸
國
が
こ
れ
ま
で
米
洲
李
和
機
構
の
建
設
に
墨
し
て
き
た
努
力
が
全
く
水
泡
に
露
す
る
こ
と
に
な
る
。
米
洲

李
和
機
構
加
盟
諸
國
が
問
題
と
し
た
第
一
の
黙
は
、
實
に
「
一
般
的
機
構
に
お
け
る
地
域
的
機
構
の
積
極
的
承
認
」
に
あ
つ
た
。
こ
れ
故
に
こ
そ
、

チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
に
お
い
て
「
強
制
行
動
ヲ
含
ム
」
具
髄
的
制
裁
内
容
が
明
記
さ
れ
る
に
至
つ
た
理
由
も
想
陳
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
こ
の
張
制
行
動
を
決
定
す
べ
き
安
全
保
障
理
事
會
の
表
決
権
に
關
し
て
、
ダ
ン
バ
！
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
禽
談
に
お
い
て
は
意
見
が
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

致
せ
ず
、
結
局
ヤ
ル
タ
協
定
に
基
づ
い
て
「
安
全
保
障
理
事
禽
ノ
決
定
ハ
常
任
理
事
國
ノ
同
意
投
票
ヲ
含
ム
七
理
事
國
ノ
賛
成
投
票
」
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
黙
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
從
う
な
ら
ば
、
安
全
保
障
理
事
會
の
常
任
理
事
國
は
、
常
任
理
事
國
の
加
盟
し
て
い
な
い
地
域

的
機
構
が
彊
制
行
動
を
執
ろ
う
と
す
る
如
何
な
る
提
案
を
も
拒
否
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
こ
の
規
定
が
弱
小
國
家
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
い
は
國
家
群
の
手
和
と
安
全
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
憤
激
を
招
い
た
の
は
む
し
ろ
當
然
で
あ
ろ
う
。
さ



ら
に
、
常
任
理
事
國
同
志
が
封
立
關
係
に
陥
つ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
拒
否
権
の
存
在
が
安
保
理
事
禽
は
も
ち
ろ
ん
、
結
局
は
國
際
連
合
自
膿
の

存
立
を
も
危
殆
に
瀕
せ
し
む
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
抗
辮
を
支
え
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
黙
か
ら
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
は
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
方
で
は
ダ

ン
パ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
禽
談
の
立
役
者
と
し
て
、
同
時
に
ま
た
他
方
に
お
い
て
米
洲
機
構
の
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
合
衆
國
の
二
元
外
交
に
つ

い
て
、
當
然
生
ず
る
疑
問
に
鰯
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
は
よ
り
自
由
な
自
治
権
を
地
域
主
義
に
附
帯
せ
し
め
よ
う
と
努
力
す
る
傍
ら
、

他
方
、
地
域
的
機
構
の
浩
極
化
を
狙
い
一
般
的
機
構
に
権
力
を
集
中
せ
し
め
よ
う
と
し
た
合
衆
國
の
矛
盾
し
た
態
度
は
既
述
し
た
部
分
か
ら
明
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宏
4

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
か
ね
て
か
ら
合
衆
國
國
務
省
内
部
に
お
い
て
二
派
に
分
れ
て
い
た
主
流
孚
い
が
表
面
化
し
た
も
の
て
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
サ
ム
ナ
ー
・
ウ
ェ
レ
ス
に
導
か
れ
た
地
域
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
張
調
す
る
派
と
コ
ー
デ
ル
．
ハ
ル
を
首
領
と
し
た
世
界
的
ア
プ
・
ー
チ
を
推
進

し
た
雨
派
の
立
廻
り
の
結
果
で
あ
つ
た
。
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
を
控
え
て
二
者
揮
一
を
迫
ら
れ
、
結
局
、
世
界
派
が
勝
利
を
占
め
る
こ
と

に
よ
つ
て
合
衆
國
の
態
度
は
決
し
た
。
地
域
派
の
努
力
は
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
に
結
實
し
た
も
の
の
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
で
米
洲
手

和
機
構
の
趣
旨
が
合
衆
國
を
除
い
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
個
々
の
資
格
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　
と
は
云
え
、
地
域
主
義
の
張
化
を
目
標
と
し
た
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
と
し
て
は
、
何
と
し
て
も
合
衆
國
の
支
持
を
求
め
誓
約
を
確
保
す
る

こ
と
を
先
決
問
題
と
し
て
努
力
を
重
ね
た
。
し
か
し
、
合
衆
國
は
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
に
は
自
由
な
熊
度
で
臨
む
こ
と
を
欲
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ワ
書
・
ポ
リ
テ
イ
ツ
ク
ス

理
由
の
も
と
に
こ
の
申
出
を
拒
絶
し
て
い
る
。
合
衆
國
の
國
蓮
に
お
け
る
立
場
か
ら
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
を
力
政
策
ゲ
ー
ム
上

の
カ
ウ
ン
タ
ー
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
ソ
蓮
が
そ
の
衛
星
諸
國
を
引
具
し
て
同
様
政
策
に
出
る
こ
と
の
口
實
を
提
供
す
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
合
衆
國
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
執
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
に
よ
る
最
初
の
計
書
は
か
く
し
て
挫
折
し
た
が
、
か
れ
ら
は
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禽
議
に
入
つ
て
か
ら
、
自
ら
の

　
　
　
米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
四
〇
九
）



　
　
　
米
洲
耶
和
機
構
の
展
開
と
國
際
蓮
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
四
一
〇
）

主
張
を
文
書
に
し
て
全
招
請
國
に
配
布
す
る
な
ど
猛
烈
な
闘
孚
を
展
開
し
た
。
そ
の
目
標
は
、
既
述
し
た
二
つ
の
問
題
黙
か
ら
し
て
、
第
一
に
ダ

ソ
パ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
を
修
正
し
、
一
般
的
機
椿
に
よ
る
抑
制
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
て
地
域
的
機
構
を
自
由
に
機
能
し
う
る
よ
う
な
歌

態
に
お
く
こ
と
、
こ
の
第
一
の
目
標
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
を
想
定
し
て
第
二
に
同
提
案
に
お
け
る
安
全
保
障
理
事
會
の
投
票
手
績
を
改
攣
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
地
域
的
活
動
に
封
す
る
安
保
理
事
會
の
授
椹
を
迅
速
化
し
、
同
時
に
同
理
事
會
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
代
表
を
で
ぎ
る
だ
け
多

数
迭
り
込
む
こ
と
の
鐸
一
的
な
二
目
標
が
設
定
さ
れ
た
。

　
サ
ソ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
に
招
請
さ
れ
た
五
〇
力
國
中
、
そ
の
五
分
の
二
に
當
る
二
〇
力
國
を
占
め
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ブ
・
ヅ
ク

の
全
艦
に
お
け
る
比
重
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
ま
つ
さ
え
、
か
り
に
事
態
が
悪
化
し
て
國
蓮
加
盟
の
要
件
と
し
て
米
洲
機
構
の
放
棄

が
要
求
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
國
連
加
盟
資
格
を
放
棄
し
て
で
も
、
傳
統
と
實
績
を
誇
り
機
能
性
に
富
ん
だ
米
洲
機
構
を
守
る
に
躊
躇
し
な

い
ほ
ど
の
断
乎
た
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
態
度
は
、
こ
う
い
つ
た
間
題
の
調
整
を
止
む
を
え
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
に
よ
る
提
案
は
第
三
委
員
會
第
四
專
門
委
員
會
を
経
て
分
科
委
員
會
に
廻
さ
れ
、
こ
こ
で
の
討
議
の
結

果
、
第
一
ラ
イ
ン
に
滑
つ
て
「
地
域
的
機
構
の
積
極
的
承
認
」
を
探
揮
す
る
こ
と
に
な
り
、
第
二
の
目
標
は
退
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
國
蓮

憲
章
第
五
一
條
に
「
固
有
ノ
個
別
的
マ
タ
ハ
集
團
的
自
衛
椹
」
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
第
八
章
に
地
域
的
取
極
め
に
關
す
る
第
五
二
ー
四
條
の
規
定

が
設
け
ら
れ
て
地
域
的
機
構
に
よ
る
強
制
行
動
が
可
能
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
國
際
連
合
憲
章
は
あ
く
ま
で
も
一
般
的
．
世
界
的
機
構

で
あ
つ
て
地
域
的
機
構
は
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
と
の
建
前
か
ら
し
て
、
自
衛
椹
の
行
使
に
關
し
て
は
こ
れ
を
無
制
限
に
許
す
も
の
で
は
な
く

「
武
力
攻
撃
ノ
場
合
」
の
み
に
限
定
し
、
ま
た
「
安
全
保
障
理
事
禽
ガ
國
際
的
李
和
ト
安
全
ノ
維
持
ノ
タ
メ
ニ
必
要
ナ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
マ
デ
」
に

限
つ
て
認
め
た
こ
と
は
調
整
上
必
要
な
庭
置
と
老
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
規
定
し
た
第
五
一
條
に
關
し
て
、
「
李
和
ト
安
全
ノ
維

持
ノ
タ
メ
ニ
必
要
ナ
措
置
」
が
満
足
に
講
じ
ら
れ
た
時
を
、
い
つ
た
い
誰
が
決
定
す
る
か
。
こ
こ
に
重
要
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に

附
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。



（
1
㌧
　
芳
賀
四
郎
「
國
際
連
合
憲
章
の
解
説
」
附
録
一
九
項
。

（
2
）
　
國
連
憲
章
を
起
草
し
た
人
々
の
主
目
標
の
一
つ
は
「
一
國
ま
た
は
國
家
の
小
グ
ル
ー
プ
が
、
自
ら
の
爽
意
で
、
か
つ
制
限
な
し
に
そ
の
國
家
目
的
を
達
す
る

　
も
の
に
、
武
力
ま
た
は
武
力
の
脅
威
を
使
用
す
る
可
能
性
を
制
限
し
、
ま
た
で
き
る
だ
け
制
限
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
目
標
と
耶
行
し
て
、
國
際
連
合
自
髄

　
に
武
力
が
適
法
に
使
用
さ
れ
る
場
合
を
決
定
す
る
責
任
を
集
中
す
る
試
み
が
爲
さ
れ
た
。
」
■
●
蜜
・
O
o
9
泣
9
㊤
ロ
山
》
コ
酸
唐
o
昌
の
旧
目
ぴ
Φ
q
β
濤
8
2
曽

霞
o
畠
き
含
昏
⑦
冒
豊
暮
露
き
8
9
一
暮
霞
轟
証
8
巴
剛
＄
8
目
α
ω
g
負
詳
ざ
や
“
。。
。。
。

（
3
）
　
芳
賀
、
前
掲
、
　
一
三
二
頁
。

（
4
）
　
因
み
に
、
米
洲
機
憐
に
お
い
て
は
、
疾
く
か
ら
一
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脚
す
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と
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に
、
第
六
同
汎
米
會
議
以
後

　
に
は
國
際
行
政
上
に
お
い
て
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完
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な
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李
等
椹
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享
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し
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い
る
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結
語

に
代
え
て

　
ー
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
の
關
連
に
お
い
て
ー

　
最
後
に
反
省
的
思
考
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
論
述
し
て
き
た
米
洲
機
構
と
國
際
蓮
合
と
の
生
成
過
程
か
ら
爾
者
の
特
質
を
検
討
し
、
さ
ら
に
合
衆

國
の
基
本
的
外
交
政
策
で
あ
つ
た
モ
ン
・
1
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
爾
者
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
論
じ
て
締
括
り
と
し
た
い
。

　
國
際
蓮
合
憲
章
の
生
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
そ
れ
が
ダ
ソ
パ
ー
ト
ソ
・
オ
ー
ク
ス
提
案
に
護
し
、
米
洲
機
構
が
そ
の
雛
型
と
し
て
相

當
部
門
に
掛
酌
さ
れ
た
と
い
う
き
わ
め
て
簡
輩
な
序
述
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
こ
の
事
實
に
こ
そ
爾
者
の
特
質
を
論
ず
る
に

充
分
な
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
國
際
蓮
合
は
憲
章
作
成
を
も
つ
て
出
襲
黙
と
し
、
そ
の
後
に
目
的
途
行
の
た
め
の
各
種
事
務
局
や
理
事
國
が
設

定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
米
洲
機
構
の
場
合
は
パ
ナ
マ
會
議
か
ら
数
え
れ
ば
一
世
紀
有
蝕
、
商
業
事
務
局
の
設
置
か
ら
し
て
も
六
〇
年
飴
、

さ
ら
に
汎
米
蓮
合
に
改
組
織
さ
れ
て
か
ら
も
お
よ
そ
四
〇
年
も
の
長
い
歳
月
の
後
に
は
じ
め
て
憲
章
を
も
つ
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
長
期

　
　
　
米
洲
準
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合
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間
、
米
洲
機
構
は
あ
ら
ゆ
る
國
際
的
試
煉
に
耐
え
、
そ
れ
ら
を
克
服
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
幾
多
の
攣
遷
を
経
た
在
來
の
各
種
事
務
局
、

諸
種
機
關
、
頻
繁
な
國
際
會
議
に
基
づ
い
て
憲
章
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
傳
統
と
歴
史
を
も
つ
も
の
と
も
た
ざ
る
も
の
、
こ
こ
に
爾
者
の
本

質
的
な
相
違
が
あ
る
。
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
議
に
際
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
が
國
蓮
憲
章
に
か
れ
ら
の
主
張
が
認
め
ら
れ
ぬ
場
合

に
は
、
そ
の
構
成
國
た
る
の
資
格
を
放
棄
し
て
も
米
洲
機
構
を
、
合
衆
國
が
こ
れ
に
加
わ
ら
ぬ
と
き
は
か
れ
ら
だ
け
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
地
域

機
構
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
傅
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
し
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
間
題
に
關
連
し
て
合
衆
國
が
建
國
以
來
の
傳
統
的
外
交
政
策
と
し
て
保
持
し
て
い
た
モ
ン
・
1
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
米
洲
機

構
、
さ
ら
に
國
際
蓮
合
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
結
局
米
洲
機
構
は
モ
ン
ロ
i
・
ド
ク
ト
リ
ン
を

米
洲
の
地
域
的
基
盤
の
上
に
立
つ
て
合
法
化
す
る
結
果
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
は
國
蓮
憲
章
第
五
一
條
に
よ
つ
て
國

際
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
間
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

　
モ
ン
・
」
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
本
來
、
二
つ
の
原
則
を
決
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
】
は
合
衆
國
は
西
牛
球
に
封
し
て
ヨ
ー
・
ッ
パ
諸
國
ー

こ
れ
は
後
に
す
べ
て
の
非
ア
メ
リ
カ
諸
國
と
再
解
繹
さ
れ
た
ー
が
そ
れ
ら
の
政
治
的
機
構
を
擾
張
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
に
も
反
射
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
い
わ
ゆ
る
非
植
民
地
化
の
原
則
で
あ
っ
て
、
非
ア
メ
リ
カ
國
が
西
牛
球
を
植
民
地
化
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試

み
を
も
不
快
と
す
る
旨
の
暗
黙
の
禁
止
を
ほ
の
め
か
し
た
原
則
で
あ
る
。

　
合
衆
國
は
當
初
、
こ
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
し
て
合
衆
國
獅
自
の
一
方
的
政
策
で
あ
り
、
「
そ
の
定
義
、
解
繹
お
よ
び
適
用
」
は
い
つ
さ
い
合
衆

國
自
身
に
留
保
す
る
こ
と
を
も
つ
て
特
徴
と
し
て
い
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
こ
れ
ら
の
原
則
を
集
團
的
基
盤
に
の
せ
る
こ
と
に
積
極
的
に
な
つ

た
の
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
の
リ
マ
宣
言
に
よ
れ
ば
、
全
米
洲
諸
國
は
米
洲
國
の
李
和
、
安
全
な
い
し
領
土
保
全
に
封
す
る
い
か
な
る
脅
威
に
も

封
庭
し
て
か
れ
ら
の
結
束
を
効
果
的
な
ら
L
め
る
と
い
う
共
通
の
關
心
な
ら
び
に
決
定
を
宣
言
し
た
。
一
九
四
〇
年
の
ハ
ヴ
ァ
ナ
協
定
で
は
、
米

洲
諸
國
は
米
洲
國
の
保
全
な
い
し
不
可
侵
性
に
封
し
て
、
あ
る
い
は
領
土
的
、
肚
禽
的
な
い
し
政
治
的
猫
立
に
封
す
る
非
米
洲
國
の
い
か
な
る
試



み
も
全
米
洲
諸
國
に
封
す
る
侵
略
行
爲
と
み
な
さ
れ
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ク
協
定
に
よ
つ
て
、
こ
の
原
則
が
完
奄

に
集
團
的
基
盤
の
上
に
の
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
域
的
集
團
の
主
張
が
國
蓮
憲
章
第
五
一
條
に
探
用
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
し
て
、
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
米
洲
機
構
に
よ
つ
て
地
域
的
集
團
化
し
、
さ
ら
に
國
蓮
憲
章
第
五
一
條
に
よ
つ

て
國
際
化
し
た
と
云
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
モ
ン
・
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
地
域
的
集
團
化
し
國
際
化
し
た
諸
取
極
め
で
す
ら
、
協
力
措
置
が
か
れ
ら
の
期
待
し
た
効
果
を
畢
げ

な
か
つ
た
場
合
に
、
合
衆
國
が
行
動
に
移
る
た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
権
利
に
つ
い
て
は
何
ら
鰯
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
事
實
は
、
モ
ン
・
1
・

ド
ク
ト
リ
ン
の
「
定
義
、
解
繹
お
よ
び
適
用
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
穂
利
は
相
攣
ら
ず
合
衆
國
自
身
の
手
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
國
連
憲
章
第
五
一
條
が
一
定
限
度
内
で
明
ら
か
に
認
め
て
い
る
「
固
有
の
」
自
衛
椹
の
行
使
に
關
す
る

條
項
は
、
モ
ン
・
i
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
保
護
す
る
た
め
の
防
壁
に
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
も
し
、
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
権
利
を
合
衆
國
が
相
攣
ら
ず
留
保
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
國
蓮
憲
章
に
は
加
盟
諸
國
の
自
衛
椹
を
制
限
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
　
セ

何
も
の
も
な
い
と
い
う
解
繹
が
成
立
つ
わ
け
で
あ
つ
て
、
李
和
と
安
全
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
合
衆
國
は
い
つ
で

し

も
自
衛
に
必
要
な
行
動
を
執
る
権
利
を
留
保
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
も
つ
と
も
、
國
際
蓮
合
自
艦
が
當
事
國
の
任
意
の
受
諾
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
合
衆
國
は
國
蓮
加
盟
國
と
な
る
こ
と
に

よ
り
、
ま
た
憲
章
の
諸
規
定
を
受
容
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
國
際
的
信
義
の
原
則
と
こ
の
第
五
一
條
に
含
ま
れ
た
諸
條
件
の
も
と
に
、
上
述
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
権
利
と
い
え
ど
も
自
由
に
は
行
使
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
的
解
繹
を
下
す
こ
と
を
も
つ
て
現
段
階
で
は
満
足
L
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
以
上
は
安
全
保
障
理
事
會
の
樺
威
の
効
果
に
委
ね
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
こ
の
問
題
も
一
鷹
保
留
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
L
か

し
、
こ
の
事
實
に
重
要
な
意
義
が
存
在
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

米
洲
卒
和
機
構
の
展
開
と
國
際
蓮
合

四
九

（
四
二
二
）



附　主要諸條約の調印あるいは批准の状況

米
洲
李
和
機
構
の
展
開
と
國
際
連
合

五
〇
　
（
四
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四
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